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広陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託公募型プロポーザル 

実施要領 

 

 

第１． 業務概要 

（１） 業務名 

広陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託 

 

（２） 目的 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年号外法律第１２７号）に基づき、空家等の実

態調査及び空家等に関するデータベースの更新を行うことで、広陵町の空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

 

（３） 業務の内容 

別紙１「広陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり。 

 

（４） 委託契約期間 

空家等実態調査業務については、令和８年度に実施し、契約締結日から令和９年３月２６日（金）

までとする。 

空家等対策計画策定業務については、令和９年度に実施し、契約締結日から令和１０年３月２４

日（金）までとする。 

※各年度の委託契約期間終了後、実績報告書や成果品等の必要書類を提出し、発注者の完了検査

を受けること。 

 

（５） 提案限度額 

本業務に係る見積額の上限額は、令和８年度事業分として６，６６０，０００円（消費税額及び

地方消費税額を含む。以下同じ）、令和９年度事業分として６，５４０，０００円とし、合計額は１

３，２００，０００円とする。 

なお、年度毎の上限額を超えた提案は無効とする。 

 

（６） 受託予定者の選定 

 本業務の受託予定者の選定は、事業の実績、目的及び内容に最も適した者を選定するために、公

募型プロポーザル方式によって行う。 

 合格基準点は６０点以上とし、提案事業者が１者の場合であっても、審査の結果、合格基準点に

達していれば受託予定者とする。審査基準については、別紙 2「広陵町空家等実態調査及び空家等

対策計画策定業務委託に係る審査評価基準表」のとおり。 
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第２． プロポーザルに関する事項 

（１） 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者（単独の事業者又は複数の事業者で構成される事業者グループ）

は、以下の条件を全て満たす者とする。 

① 令和８年２月１日時点において、広陵町建設工事及び測量・建設コンサルタント等競争入札

参加資格若しくは物品購入等に係る競争入札及び随意契約参加資格のいずれか若しくは両方

に登録があること。 

【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。

【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】 

③ 広陵町から指名停止措置を受けていないこと。 

【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】 

④ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者でないこ

と、及び該当する事実があった日から２年経過していない者であること。 

【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】 

⑤ 破産法（平成１６年法律第７５号）規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成１１年法律

第２５５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされている事業者でないこと。 

【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】 

⑥ 広陵町暴力団排除条例（平成２３年１２月広陵町条例第８号）第２条第１号に規定する暴力

団及び暴力団員及び同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団員等でな

いこと。 

【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】 

⑦ 納付すべき国税及び地方税の滞納がない者であること。 

【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】 

⑧ 管理技術者又は照査技術者自身が、技術士【建設部門】、技術士【総合技術管理部門（建設部

門）】又は【RCCM（都市計画及び地方計画部門）】の資格を有すること。 

【グループの場合、構成するいずれかの事業者が条件を満たすこと】 

⑨ 国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体が過去３年以内（令和５年度～令和７年度）に

発注した空家等実態調査業務又は空家等対策計画策定業務委託について、元請（共同企業体

の構成員である場合を含む。）として受注した実績があること。受注実績は、履行中のものも

含む。 

【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】 

⑩ 受託者は、本業務内で利用するデータの情報保護及び品質管理の観点から、次のいずれかの 

資格を取得しているものとし、併せて契約時に登録書（写）を提出するものとする。なお、 

事業者グループにより参加する場合は、グループを構成するいずれかの事業者が、資格を取 

得していれば良いこととする。 

（ア）情報セキュリティマネジメントシステム（JIS Q 27001:2014） 
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（イ）プライバシーマーク（JIS Q 15001:2006） 

【グループの場合、構成するいずれかの事業者が条件を満たすこと】 

 

（２） スケジュール 

募集開始（町ホームページ） 令和８年２月６日（金） 

質疑書の提出期限 令和８年２月１６日（月）午後５時 

質疑書に対する回答期日 令和８年２月２０日（金）午後５時頃 

参加申込書等の提出期間 令和８年２月２４日（火）から 

令和８年３月３日（火）まで 

企画提案書等の提出期間 令和８年２月２４日（火）から 

令和８年３月１０日（火）まで 

プレゼンテーション 令和８年３月１９日（木） 

最終審査結果通知 令和８年３月２５日（水）を予定 

 

（３） 参加申込書の提出 

① 提出期間 

令和８年２月２４日（火）から令和８年３月３日（火）まで 

※郵送の場合は、令和８年３月３日（火）必着とする。 

② 提出場所 

広陵町 住民環境部 環境政策課 

〒635-8515  奈良県北葛城郡広陵町大字南郷５８３番地１ 

③ 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合は、閉庁日を除く午前９時から午後５時までの間に提出すること。 

※郵送の場合は、簡易書留郵便など配達完了の確認ができる方法によるものとし、提出期限ま

でに必着とする。 

④ 提出書類 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を各１部提出すること。 

（ア）【様式１】参加申込書 

（イ）【様式２】参加資格に関する申立書 

（ウ）【様式３】受注実績調書（参加要件及び実績審査） 

（エ）【様式４】会社概要書 

（オ）【様式５】配置技術者調書 

⑤ 参加辞退 

参加表明以降に参加を辞退する場合は、辞退届（任意の様式）を環境政策課へ持参又は郵送に

より提出すること。なお、既に提出された書類は返却しない。 

 

（４） 質疑及び回答 

質疑がある場合は、【様式６】質疑書に質問内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出するこ
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と。なお、質疑書提出後に電話により受信確認を行うこと。また、質疑書以外での問い合わせ

については、一切受け付けない。 

① 提出期限 

令和８年２月１６日（月）午後５時 

② 送信先アドレス及び確認先電話番号 

    広陵町 住民環境部 環境政策課 

電子メール：kankyo@town.nara-koryo.lg.jp 

電話番号：0745-55-1001 

なお、件名は「広陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託」とすること。 

③ 質疑書の回答 

町ホームページに回答を掲載する。 

掲載については、令和８年２月２０日（金）午後５時頃に行う。 

 

（５） 企画提案書等の提出 

企画提案書は（６）の記載に基づき、見積書は（７）の記載に基づき作成し提出すること。 

なお、提案は１事業者（グループ）につき１案とする。 

① 提出期間 

令和８年２月２４日（火）から令和８年３月１０日（火）まで 

② 提出先 

広陵町 住民環境部 環境政策課 

③ 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合は、閉庁日を除く午前９時から午後５時までの間に提出すること。 

※郵送の場合は、簡易書留郵便など配達完了の確認ができる方法によるものとし、提出期限ま 

でに必着とする。 

④ 提出書類 

企画提案書（正）<任意の様式> １部 

企画提案書（副）<任意の様式> 10部 

電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） １部 

見積書（任意様式） １部 

 

（６） 企画提案書の作成 

① 企画提案書表紙（任意様式） 

② 施工体制（任意様式） 

   組織図のような図形で表記し、氏名・役職・職歴・保有資格等を明記すること。 

③ 事業実施スケジュール（任意様式） 

   本実施要領中「第１.業務概要 （４）委託契約期間」に記載の通り、事業実施スケジュー 

ルについても、年度ごとに作成すること。 

④ 企画提案書（任意様式） 

mailto:kanzai@city.katsuragi.lg.jp
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(ア)企画提案書の様式は原則として A４版用紙縦置きで、横書き片面印刷、左綴じとし、使用する

フォントの大きさは１１ポイント以上とすること。補足資料は、必要に応じて、A４版横、A３

版横で使用すること。A３版の用紙を使用する場合は、片面印刷とし、片袖折りにすること。 

(イ)企画提案書のページ下部に通しページ番号を振ること。なお、企画提案書は補足資料（最大２

枚）を含め５枚（表紙、施工体制及びスケジュールを除く。）までとすること。 

(ウ)使用言語は日本語とすること（ただし、専門用語を除く。）。 

(エ)記載内容については明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者に対して配慮すること。

また、専門用語、略語等に関しては、脚注により定義又は説明を付記するなど、わかりやすい

記載を心がけること。 

また、脚注の記載に使用するフォントの大きさは、８ポイント以上とすること。 

 

（７） 見積書作成要領 

① 広陵町空家等実態調査業務委託費用（令和８年度）【任意様式】 

仕様書（別紙１）中、第１４条（業務内容）「１.空家等実態調査」に記載する業務に必要とな

る業務費用に係る全ての費用を記載すること。ただし、合計金額は６，６６０，０００円以内

とする。 

② 広陵町空家等対策計画策定業務委託費用（令和９年度）【任意様式】 

仕様書（別紙１）中、第１４条（業務内容）「２.空家等対策計画策定」に記載する業務に必要 

となる業務費用に係る全ての費用を記載すること。ただし、合計金額は６，５４０，０００円 

以内とする。 

 

（８） 選定方法 

① プレゼンテーションの実施 

 企画提案書に基づき、提案事業者によるプレゼンテーションを次のとおり実施する。 

(ア)１事業者当たりの持ち時間は、４０分（プレゼンテーション２０分、質疑応答２０分）程度 

とする。 

(イ)プレゼンテーションへの出席者は、全員で３人以内とする。 

(ウ)プレゼンテーションの内容は、必ず事前に提出した企画提案書等に基づき説明し、それ以外の 

資料を用いないこと。 

(エ)提案内容をパワーポイント等にて表現する場合は、PC等を持参すること。大型モニター（７５ 

インチ）・HDMIケーブル・電源は本町で用意する（パワーポイント及び PC等の使用は必須では 

ない。）。 

(オ)会場及び期日については次のとおり 

  【会 場】広陵町役場 ３階 第一委員会室 

  【控え室】広陵町役場 ３階 第二会議室 

  【期 日】令和８年３月１９日（木） 

       ※なお、集合時刻等の詳細な日程については、別途連絡することとする。 
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② 審査基準 

本業務の事業者選定は、公募型プロポーザル方式により行う。本業務に係る審査は、別紙２「広

陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託 受託者選定に係る審査評価基準表」に

定めるところによる。 

評価点が最も高かった者を優先交渉権者とし、評価点が２番目に高かった者を第２位優先交渉

権者とする。合計点が同点の場合は、審査評価基準表の「2 企画提案書・プレゼンテーション

の内容等」のうち「空家等対策計画(8)～(11)」の合計点数が高い提案者を優先交渉権者とし、

それでもなお同点となる場合は、見積額を比較して額の低い提案者を優先交渉権者とする。 

審査結果の通知については、提案のあった全ての事業者に対して、令和８年３月２５日（水）

頃文書により通知する。 

審査内容及び審査結果に関する問い合わせ、異議申立て等は一切できないものとする。 

 

（９） 契約 

① 業務の詳細な内容に関する協議 

随意契約に向けた協議の上、業務の詳細な内容を協議し、最終的な仕様の決定を行う。 

なお、協議において提案内容を一部変更することがある。ただし、協議が整わない場合は、第

２位優先交渉権者を優先交渉権者として協議を行うものとする。 

② 契約が締結できない場合 

優先交渉権者が契約の締結までに、次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は

契約を締結しない。 

（ア）正当な理由なくして、契約の締結に応じないとき。 

（イ）財務状況の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき。 

（ウ）著しく社会的信用を損なう行為等により、受託者として相応しくないと認められると 

き。 

 

第３． 留意事項等 

（１） 失格・無効 

次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

① 参加申込書を提出した後、提出期限内に企画提案書等の提出がなされない場合 

② 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

④ 見積額が業務委託上限額を超えた場合（各年度の上限額を超えた場合も同じく失格・無効

とする。） 

⑤ 契約締結までの間に、参加資格に記載した条件を満たさなくなったとき 

 

（２） 留意事項 

① 提出された企画提案書等は返却しない。 

② 提出以降における企画提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。ただし、町から
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指示があった場合を除く。 

③ 提出された企画提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲において、本町が複製を作成す

ることがある。 

④ 企画提案書等の作成、提出、プレゼンテーション等のプロポーザル参加に要する経費は、

全て提案者の負担とする。 

⑤ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっている手法等を用いた結果、生じた事象に係る責任は、

全て提案者が負うものとする。 

⑥ 提出された書類は広陵町情報公開条例の規定に基づき、非公開とすべき箇所を除き、開示

する場合がある。 

⑦ 仕様書に記載のない事項であっても、貴社の判断で必要と思われる事項があれば積極的に

追加し提案書に記載すること。 

⑧ 審査経過に関する質問等は一切回答しない。 

 

【問合わせ先及び担当者】 

 〒635-8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷５８３番地１ 

広陵町 住民環境部 環境政策課 

担当：藤本・松永 

 （TEL）0745－55－1001 

（FAX）0745－55－1009 

（Mail）kankyo@town.nara-koryo.lg.jp 

mailto:kanzai@city.katsuragi.lg.jp

